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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケイ酸のアルカリ金属塩を１０～６０重量％、防食剤を０．０５～５重量％、キレート剤
を８～６０重量％、及び、塩素剤を１～１０重量％含み、前記キレート剤がニトリロ三酢
酸、エチレンジアミン四酢酸、メチルグリシン二酢酸、エチレンジアミンテトラメチレン
ホスホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸及びこれらの塩から選択される少なくとも１
種であり、前記防食剤がトリルトリアゾール、ベンゾイミダゾール又はその誘導体及びベ
ンゾチアゾール又はその誘導体からなる群より選択される少なくとも１種であることを特
徴とする洗浄剤組成物。
【請求項２】
前記ケイ酸のアルカリ金属塩が、ケイ酸ナトリウムである請求項１に記載の洗浄剤組成物
。
【請求項３】
前記ケイ酸ナトリウムを構成するＮａ２ＯとＳｉＯ２とのモル比がＮａ２Ｏ：ＳｉＯ２＝
１：０．５～１：４である請求項２に記載の洗浄剤組成物。
【請求項４】
前記ケイ酸のアルカリ金属塩に含まれるＳｉＯ２と、Ｎａ２Ｏとして換算した前記ケイ酸
のアルカリ金属塩とのモル比が、ケイ酸のアルカリ金属（Ｎａ２Ｏ換算）：ＳｉＯ２＝１
：０．６～１：４である請求項１～３のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項５】
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さらに、界面活性剤を０．０１～１０重量％含む請求項１～４のいずれかに記載の洗浄剤
組成物。
【請求項６】
さらに、平均分子量３，０００～３００，０００の高分子分散剤を０．１～２０重量％含
む請求項１～５のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項７】
自動食器洗浄機用洗浄剤組成物である請求項１～６のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項８】
請求項１に記載の洗浄剤組成物を使用する食器洗浄方法であって、自動食器洗浄機中で、
請求項１に記載の洗浄剤組成物を水で希釈した液体洗浄剤組成物と食器とを接触させる洗
浄工程を含み、前記液体洗浄剤組成物中の前記洗浄剤組成物の濃度は０．０３～０．５重
量％であることを特徴とする食器洗浄方法。
【請求項９】
前記液体洗浄剤組成物中の塩素剤の濃度が３～５０ｐｐｍである請求項８に記載の食器洗
浄方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、洗浄剤組成物、食器洗浄方法、液体洗浄剤組成物用キット及びカートリッジ洗
浄剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
自動食器洗浄機用の洗浄剤組成物等の洗浄剤組成物として、アルカリ剤を含有する組成物
が用いられることが多い。しかしながらこのような洗浄剤組成物を自動食器洗浄機に用い
ると、被洗物や食器洗浄機に使用されているアルミ又はアルミ合金、銅又は銅合金等の金
属が腐食するという問題があった。このため自動食器洗浄機用等の洗浄剤組成物には、洗
浄力に優れると共に、金属に対して低腐食性であることが求められている。
【０００３】
特許文献１には、洗浄力に優れ、銅板等の腐食防止効果にも優れた金属用アルカリ洗浄剤
組成物として、アルカリ剤と防錆剤とキレート剤とを特定の比率で含有し、且つキレート
剤の含有量が０．０１～０．５重量％である洗浄剤組成物が開示されている。
【０００４】
特許文献２には、（Ａ）ケイ酸塩、（Ｂ）オレフィン単量体と不飽和カルボン酸単量体と
のコポリマー及び／又はその塩並びに（Ｃ）不飽和カルボン酸単量体を主体とするポリマ
ー及び／又はその塩を特定の比率で含有する自動食器洗浄機用洗浄剤組成物が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－６３６７４号公報
【特許文献２】特開２００７－９０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら上記のような洗浄剤組成物についても、洗浄力及び防食能（アルミ、アルミ
合金、銅、銅合金等の金属の腐食抑制効果）をより向上させるための改善の余地があった
。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、優れた洗浄力及び防
食能（特に、アルミ、アルミ合金、銅、銅合金等の金属の腐食抑制効果）を兼ね備える洗
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浄剤組成物及び食器洗浄方法を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、洗浄剤組成物にアルカリ剤、
防食剤及びキレート剤を配合し、且つこれらの成分の配合量を所定の割合とすることによ
り、洗浄剤組成物が優れた洗浄力及び防食能を兼ね備えるものとなることを見出した。
【０００８】
即ち、本発明の洗浄剤組成物は、
アルカリ剤を１０～６０重量％、防食剤を０．０５～５重量％及びキレート剤を８～６０
重量％含むことを特徴とする。
本発明の洗浄剤組成物は、アルカリ剤、防食剤及びキレート剤の配合量が上記割合である
ことにより、優れた洗浄力及び防食能を兼ね備えるものである。このような洗浄剤組成物
は、例えば自動食器洗浄機用洗浄剤組成物として特に好適に用いられる。
【０００９】
本発明の洗浄剤組成物は、さらに、塩素剤を１～１０重量％含むことが好ましい。
本発明の洗浄剤組成物が塩素剤をこのような量含むと、塩素剤によるさらに優れた洗浄力
と高い除菌効果、高い脱臭効果又は漂白効果とを併せ持つことができるため好ましい。
塩素剤はキレート剤と併用すると、銅、銅合金等の金属の腐食を著しく促進するが、本発
明においては、アルカリ剤、防食剤及びキレート剤の配合量を上記割合とすることにより
、洗浄剤組成物が上記量の塩素剤を含有する場合であっても優れた防食能を発揮すること
ができる。このため本発明の洗浄剤組成物が塩素剤を含有する場合には、塩素剤による優
れた洗浄力等を発揮することができ、しかも優れた防食能を発揮することができるという
従来の洗浄剤では実現できなかった有利な効果を奏する。
【００１０】
本発明の洗浄剤組成物においては、上記防食剤がベンゾトリアゾール又はその誘導体、ベ
ンゾイミダゾール又はその誘導体及びベンゾチアゾール又はその誘導体からなる群より選
択される少なくとも１種であることが好ましい。
これらの防食剤を使用すると、洗浄剤組成物の防食能がより向上し、銅又は銅合金等の金
属の腐食をより充分に抑制することができるため好ましい。
【００１１】
本発明の洗浄剤組成物においては、上記アルカリ剤がアルカリ金属の水酸化物、アルカリ
金属のリン酸塩、アルカリ金属の炭酸塩及びケイ酸のアルカリ金属塩からなる群より選択
される少なくとも１種の化合物であることが好ましい。アルカリ剤がこのような化合物で
あると、洗浄剤組成物の防食能がより向上し、アルミ、アルミ合金、銅、銅合金等の金属
の腐食をより充分に抑制することができる。
【００１２】
本発明におけるケイ酸のアルカリ金属塩としては、ケイ酸ナトリウムが好ましい。
上記アルカリ剤としてケイ酸ナトリウムを使用すると、防食能がさらに向上し、金属の腐
食をより充分に抑制することができる。
中でも、優れた防食能を発揮できることから、上記ケイ酸ナトリウムを構成するＮａ２Ｏ
とＳｉＯ２とのモル比が、Ｎａ２Ｏ：ＳｉＯ２＝１：０．５～１：４であることが好まし
い。
【００１３】
本発明の洗浄剤組成物においては、上記アルカリ剤が、ケイ酸のアルカリ金属塩を含み、
上記アルカリ剤に含まれるＳｉＯ２と、Ｎａ２Ｏとして換算した上記アルカリ剤とのモル
比が、アルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算）：ＳｉＯ２＝１：０．６～１：４であることが好まし
い。
上記アルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算）とアルカリ剤に含まれるＳｉＯ２とのモル比が上記範囲
であると、洗浄剤組成物がより防食能に優れるものとなるため好ましい。
【００１４】
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本発明の洗浄剤組成物は、さらに、界面活性剤を０．０１～１０重量％含むことが好まし
い。
また、本発明の洗浄剤組成物は、さらに、平均分子量３,０００～３００,０００の高分子
分散剤を０．１～２０重量％含むことが好ましい。
界面活性剤及び／又は平均分子量３,０００～３００,０００の高分子分散剤を上記量含む
ことにより、洗浄剤組成物の汚れ成分に対する分散力がより向上する。
なお、本明細書中、平均分子量は重量平均分子量（Ｍｗ）である。
【００１５】
本発明の洗浄剤組成物は、例えば自動食器洗浄機用洗浄剤組成物として特に好適に用いら
れる。
【００１６】
本発明の食器洗浄方法は、本発明の洗浄剤組成物を使用する食器洗浄方法であって、自動
食器洗浄機中で、本発明の洗浄剤組成物を水で希釈した液体洗浄剤組成物と食器とを接触
させる洗浄工程を含み、上記液体洗浄剤組成物中の上記洗浄剤組成物の濃度は０．０３～
０．５重量％であることを特徴とする。
【００１７】
本発明の食器洗浄方法においては、洗浄工程で使用する液体洗浄剤組成物中の上記洗浄剤
組成物の濃度が０．０３～０．５重量％であると、優れた洗浄効果及び防食効果を得るこ
とができる。
【００１８】
本発明の食器洗浄方法においては、上記液体洗浄剤組成物が、さらに塩素剤を３～５０ｐ
ｐｍ含むことが好ましい。上記液体洗浄剤組成物が塩素剤を３～５０ｐｐｍ含むと、上記
効果に加えて、塩素剤によるさらに優れた洗浄力と高い除菌効果、高い脱臭効果又は漂白
効果とを発揮することができるため好ましい。
【００１９】
本発明の液体洗浄剤組成物用キットは、本発明の洗浄剤組成物と塩素剤とを含んで構成さ
れ、上記洗浄剤組成物と上記塩素剤とを混合して液体洗浄剤組成物を調製するためのキッ
トであって、上記洗浄剤組成物は、上記塩素剤と分離された状態であることを特徴とする
。
【００２０】
本発明の液体洗浄剤組成物用キットは、本発明の洗浄剤組成物と塩素剤とを含む液体洗浄
剤組成物を調製するためのものである。このような液体洗浄剤組成物は、上記洗浄剤組成
物を含むため、優れた洗浄力及び防食能を兼ね備える洗浄液として使用することができる
ものである。また、塩素剤を含むことにより、高い除菌効果、高い脱臭効果及び漂白効果
を発揮できるものである。さらに、本発明の液体洗浄剤組成物用キットにおいては、洗浄
剤組成物と塩素剤とが混合されるまで分離された状態であることにより、保管時等におけ
る洗浄剤組成物の成分や塩素剤の分解を防止することができるという効果も奏する。
【００２１】
本発明のカートリッジ洗浄剤は、内容物の供給口部を有する水不溶性の容器を、上記供給
口部を下向きに設置し、上記供給口部へ水が噴射されて内容物を溶かしながら供給する方
式の自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤であって、上記容器は、容器本体と中蓋体と
外蓋体とからなり、上記内容物は、本発明の洗浄剤組成物と、塩素剤とを含み、上記洗浄
剤組成物は、所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体からなり、上記塩素剤は、
所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体からなり、上記容器本体には、上記洗浄
剤組成物が収容されており、上記中蓋体には、上記塩素剤が収容されており、上記容器本
体と上記中蓋体との間には、上記塩素剤又は上記洗浄剤組成物の移動を防止する仕切りが
設けられていることを特徴とする。
【００２２】
本発明のカートリッジ洗浄剤を食器等の洗浄に用いると、本発明の洗浄剤組成物と塩素剤
とを含む洗浄液により食器等を洗浄することができる。このような洗浄液は、上記洗浄剤
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組成物を含むため、優れた洗浄力及び防食能を兼ね備えるものである。また、塩素剤を含
むことにより、高い除菌効果、高い脱臭効果及び漂白効果を発揮できるものである。
【００２３】
また、本発明のカートリッジ洗浄剤では、塩素剤は、容器本体の内部には配設されておら
ず、中蓋体に収容されており、洗浄剤組成物は、容器本体の内部に収容されており、容器
本体と中蓋体との間には、塩素剤又は洗浄剤組成物の移動を防止する仕切りが設けられて
いるので、カートリッジ洗浄剤の製造時には洗浄剤組成物と塩素剤とが全く接触しない状
態で製造することができ、塩素剤や洗浄剤組成物の一部の分解を防止することができる。
さらに、塩素剤と洗浄剤組成物とは仕切りにより分離された状態で配置されているので、
簡易に製造することができ、安価かつ安全に製造が可能である。
【００２４】
さらに、本発明のカートリッジ洗浄剤では、本体容器の内部に収容する洗浄剤組成物や中
蓋体に収容する塩素剤の量を調節することにより、噴射水の温度が低くても、容易に塩素
剤の供給量を適量の範囲に制御することができる。従って、洗浄中に塩素剤を充分に自動
食器洗浄機内に供給することができるとともに、過剰に塩素剤が供給されるのを防止する
ことができる。
【発明の効果】
【００２５】
本発明の洗浄剤組成物は、洗浄力に優れ、かつ防食能に優れるものである。
本発明の洗浄剤組成物は、例えば自動食器洗浄機用の洗浄剤として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する容器の一例を模式的に示す説明
図である。
【図２】図２は、本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する中蓋体の一例を模式的に示す概
念図である。
【図３】図３は、本発明のカートリッジ洗浄剤の一例を模式的に示す概念図である。
【図４】図４は、本発明のカートリッジ洗浄剤の別の例を模式的に示す概念図である。
【図５】図５は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図であ
る。
【図６】図６は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図であ
る。
【図７】図７（ａ）は、本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する中蓋体の別の例を模式的
に示す概念図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す中蓋体に固形体の塩素剤を収容し
た状態を模式的に示す概念図であり、図７（ｃ）は、図７（ａ）に示す中蓋体の裏面に外
蓋体としてのフィルム部材を接着した状態を模式的に示す概念図である。
【図８】図８は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、本発明の実施形態について具体的に説明する。しかしながら、本発明は、以下の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において適宜変更して
適用することができる。
【００２８】
本発明の洗浄剤組成物は、アルカリ剤を１０～６０重量％、防食剤を０．０５～５重量％
及びキレート剤を８～６０重量％含む。
本明細書中、洗浄剤組成物の各成分の配合量は、特に断らない場合には洗浄剤組成物に対
する重量％である。
上記アルカリ剤、防食剤及びキレート剤は、それぞれ１種のみ用いてもよく、２種以上を
併用してもよい。
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【００２９】
上記アルカリ剤としては、水溶性のアルカリ剤であればよく、例えば、アルカリ金属塩又
はアルカリ土類金属塩を用いることができる。アルカリ金属塩としては、アルカリ金属の
水酸化物、アルカリ金属のリン酸塩、アルカリ金属の炭酸塩及びケイ酸のアルカリ金属塩
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物が好ましく、例えば、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物；リン酸三ナトリウム等のアルカリ金属
のリン酸塩；炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等
のアルカリ金属の炭酸塩；ケイ酸ナトリウム（メタケイ酸ナトリウム、セスキケイ酸ナト
リウム、オルソケイ酸ナトリウム、ケイ酸ソーダ１号、ケイ酸ソーダ２号、ケイ酸ソーダ
３号、ケイ酸ソーダ４号）、ケイ酸カリウム（メタケイ酸カリウム、セスキケイ酸カリウ
ム、オルソケイ酸カリウム）等のケイ酸のアルカリ金属塩が好ましい。これらのアルカリ
剤は、水和物となっていてもよい。中でも、ケイ酸のアルカリ金属塩がより好ましく、ケ
イ酸ナトリウムがさらに好ましい。なお、後記するキレート剤として例示される化合物は
、本発明におけるアルカリ剤には含まれない。
【００３０】
上記ケイ酸ナトリウムを構成するＮａ２ＯとＳｉＯ２とのモル比は、Ｎａ２Ｏ：ＳｉＯ２

＝１：０．５～１：４であることが好ましく、１：０．６～１：４がより好ましい。Ｎａ

２ＯとＳｉＯ２とのモル比がこのようなケイ酸ナトリウムを用いると、洗浄剤組成物の防
食能がさらに向上する。Ｎａ２ＯとＳｉＯ２とのモル比は、さらに好ましくはＮａ２Ｏ：
ＳｉＯ２＝１：０．７～１：３．５である。
【００３１】
本発明の洗浄剤組成物においては、上記アルカリ剤が、ケイ酸のアルカリ金属塩を含むこ
とが好ましい。この場合に、上記アルカリ剤に含まれるＳｉＯ２と、Ｎａ２Ｏとして換算
した上記アルカリ剤とのモル比が、アルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算）：ＳｉＯ２＝１：０．６
～１：４であることが好ましい。上記アルカリ剤に含まれるＳｉＯ２と、アルカリ剤（Ｎ
ａ２Ｏ換算）とのモル比が上記範囲であると、洗浄剤組成物がより防食能に優れるものと
なる。上記アルカリ剤に含まれるＳｉＯ２と、アルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算）とのモル比（
アルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算）：ＳｉＯ２）は、より好ましくは１：０．７～１：４であり
、更に好ましくは１：０．８～１：４である。
【００３２】
上記アルカリ剤の含有量は、洗浄剤組成物に対して１０～６０重量％である。アルカリ剤
が１０重量％未満であると、洗浄剤組成物の洗浄力が不充分となる。アルカリ剤が６０重
量％を超えると、洗浄剤組成物の防食能が不充分となる。上記アルカリ剤の含有量は、好
ましくは２０～５０重量％である。
【００３３】
上記防食剤としては、銅又は銅合金に対する防食剤を用いることが好ましい。このような
防食剤として、例えば、ベンゾトリアゾール又はその誘導体（例えば、ベンゾトリアゾー
ル、トリルトリアゾール、５－ドデシルベンゾトリアゾール、５－オクチルベンゾトリア
ゾール、５－ヘキシルベンゾトリアゾール、５－ブチルベンゾトリアゾール、５－メチル
ベンゾトリアゾール、４－カルボキシベンゾトリアゾール、５－カルボキシベンゾトリア
ゾール、カルボキシベンゾトリアゾールメチルエステル、カルボキシベンゾトリアゾール
ブチルエステル、カルボキシベンゾトリアゾールヘキシルエステル、ベンゾトリアゾール
オクチルエステル、ジカルボキシプロピルベンゾトリアゾール等）、ベンゾイミダゾール
又はその誘導体（例えば、ベンゾイミダゾール、２－メルカプトベンゾイミダゾール、チ
アゾリルベンゾイミダゾール、チアベンダゾール等）、ベンゾチアゾール又はその誘導体
（例えば、ベンゾチアゾール、２－メチルベンゾチアゾール、２－アミノベンゾチアゾー
ル、２－メルカプトベンゾチアゾール等）を好適に使用することができる。中でも、ベン
ゾイミダゾール、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾールが好ましく、ベンゾイミダゾ
ールがより好ましい。
【００３４】
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上記防食剤の含有量は、洗浄剤組成物に対して０．０５～５重量％である。防食剤が０．
０５重量％未満であると、洗浄剤組成物の防食能が不充分となる。防食剤が５重量％を超
えると、防食剤特有の臭いの影響が強くなる。上記防食剤の含有量は、好ましくは０．１
～２重量％である。
【００３５】
上記キレート剤としては、アミノカルボン酸系、ヒドロキシカルボン酸系、リン酸系、エ
ーテルカルボン酸塩、ホスホン酸系等のキレート剤が挙げられる。なお、後記する平均分
子量３,０００～３００,０００の高分子分散剤として例示されるポリアクリル酸ナトリウ
ム等の化合物は、本発明におけるキレート剤には含まれない。
【００３６】
上記アミノカルボン酸系のキレート剤としては、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、
ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、メチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）、ジエチレントリアミン
五酢酸（ＤＴＰＡ）、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸（ＨＥＤＴＡ）、トリエ
チレンテトラミン六酢酸（ＴＴＨＡ）、グルタミン酸二酢酸（ＧＬＤＡ）、ヒドロキシエ
チルイミノ二酢酸（ＨＩＤＡ）、ジヒドロキシエチルグリシン（ＤＨＥＧ）、１，３－プ
ロパンジアミン四酢酸（ＰＤＴＡ）、１，３－ジアミノ－２－ヒドロキシプロパン六酢酸
（ＤＰＴＡ－ＯＨ）、アスパラギン酸二酢酸（ＡＳＤＡ）、エチレンジアミンコハク酸（
ＥＤＤＳ）又はこれらの塩等が挙げられる。
【００３７】
上記ヒドロキシカルボン酸系のキレート剤としては、例えば、リンゴ酸、コハク酸、クエ
ン酸、乳酸、酒石酸、グルコン酸又はこれらの塩（例えば、ナトリウム塩、カリウム塩、
マグネシウム塩、カルシウム塩等）が挙げられる。具体的には、クエン酸ナトリウム、ク
エン酸カルシウム等のクエン酸塩；リンゴ酸ナトリウム、リンゴ酸カルシウム等のリンゴ
酸塩；グルコン酸ナトリウム、グルコン酸カルシウム等のグルコン酸塩等が挙げられる。
【００３８】
上記リン酸系のキレート剤としては、トリポリリン酸、ヘキサメタリン酸塩等が挙げられ
る。
上記ホスホン酸系のキレート剤としては、ヒドロキシエチリデンジホスホン酸（ＨＥＤＰ
）、ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＭＰ）、ホスホノブタントリカルボン酸（
ＰＢＴＣ）、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸（ＥＤＴＭＰ）又はこれらの塩
等が挙げられる。
【００３９】
本発明におけるキレート剤としては、アミノカルボン酸系、ホスホン酸系等のキレート剤
が好ましく、ニトリロ三酢酸、エチレンジアミン四酢酸、メチルグリシン二酢酸、エチレ
ンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸又はこれらの塩等
がより好ましく、ニトリロ三酢酸、エチレンジアミン四酢酸又はこれらの塩がさらに好ま
しい。
【００４０】
上記キレート剤の含有量は、洗浄剤組成物に対して８～６０重量％である。キレート剤が
８重量％未満であると、洗浄剤組成物の洗浄力が不充分となる。キレート剤が６０重量％
を超えると、洗浄剤組成物の防食能が不充分となる。上記キレート剤の含有量は、好まし
くは３０～５０重量％である。
【００４１】
本発明の洗浄剤組成物は、塩素剤を含むことが好ましい。
上記塩素剤としては、例えば、塩素化イソシアヌル酸塩（塩素化イソシアヌル酸ナトリウ
ム（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム）、塩素化イソシアヌル酸カリウム（ジクロロイ
ソシアヌル酸カリウム）等）、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸塩（次亜塩素酸ナ
トリウム、次亜塩素酸カリウム、次亜塩素酸カルシウム等）等が挙げられる。これらの塩
素剤は１種を用いてもよく、２種以上を併用してもよい。また、これらの塩素剤は、水和
物であってもよい。中でも、塩素剤として、塩素化イソシアヌル酸塩、トリクロロイソシ
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アヌル酸が好ましく、塩素化イソシアヌル酸ナトリウムがより好ましい。
【００４２】
本発明の洗浄剤組成物が塩素剤を含む場合、塩素剤の含有量は、洗浄剤組成物に対して１
～１０重量％が好ましい。上記塩素剤の含有量は、水又は結晶水を除いた純分の重量％で
ある。塩素剤が１重量％未満であると、洗浄力と除菌効果、脱臭作用又は漂白作用とにお
いて充分な効果が得られない場合がある。塩素剤が１０重量％を超えると、洗浄剤組成物
の防食能が低下する場合がある。塩素剤の含有量は、好ましくは２～５重量％である。
【００４３】
本発明の洗浄剤組成物は、界面活性剤及び／又は平均分子量３,０００～３００,０００の
高分子分散剤を含有することが好ましく、界面活性剤及び平均分子量３,０００～３００,
０００の高分子分散剤を含有することがより好ましい。これらはそれぞれ１種のみ用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。
【００４４】
本発明の洗浄剤組成物に使用される界面活性剤としては、公知の陰イオン界面活性剤、公
知の陽イオン界面活性剤、公知の両性界面活性剤、公知の非イオン界面活性剤等を使用す
ることができ、好ましくは非イオン界面活性剤である。非イオン界面活性剤として、例え
ば、ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジアルキルエー
テル、プルロニック型ブロックポリマー、リバースプルロニック型ブロックポリマー、テ
トロニック型ブロックポリマー、リバーステトロニック型ブロックポリマー、ポリオキシ
アルキレンアルキルフェニルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレ
ン脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキ
レンソルビタン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エス
テル、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルポリグリコシド、ポリオキシエチレンメチルエー
テル脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン等が挙げられる。中でも、ポ
リオキシアルキレンモノアルキルエーテルが好ましい。
【００４５】
上記界面活性剤の含有量は、洗浄剤組成物に対して０．０１～１０重量％であることが好
ましい。界面活性剤の含有量が上記範囲であると、洗浄剤組成物の洗浄力がより向上する
ため好ましい。界面活性剤の含有量は、２～８重量％がより好ましい。
【００４６】
上記平均分子量３,０００～３００,０００の高分子分散剤としては、例えば、ポリアクリ
ル酸、ポリアコニット酸、ポリイタコン酸、ポリシトラコン酸、ポリフマル酸、ポリマレ
イン酸、ポリメタコン酸、ポリ－α－ヒドロキシアクリル酸、ポリビニルホスホン酸、ス
ルホン化ポリマレイン酸、オレフィン－マレイン酸共重合体、無水マレイン酸ジイソブチ
レン共重合体、無水マレイン酸スチレン共重合体、無水マレイン酸メチルビニルエーテル
共重合体、無水マレイン酸エチレン共重合体、無水マレイン酸エチレンクロスリンク共重
合体、無水マレイン酸アクリル酸共重合体、無水マレイン酸酢酸ビニル共重合体、無水マ
レイン酸アクリロニトリル共重合体、無水マレイン酸アクリル酸エステル共重合体、無水
マレイン酸ブタジエン共重合体、無水マレイン酸イソプレン共重合体、無水マレイン酸と
一酸化炭素から誘導されるポリ－β－ケトカルボン酸、イタコン酸、エチレン共重合体、
イタコン酸アコニット酸共重合体、イタコン酸マレイン酸共重合体、イタコン酸アクリル
酸共重合体、マロン酸メチレン共重合体、イタコン酸フマール酸共重合体、エチレングリ
コールエチレンテレフタレート共重合体、ビニルピロリドン酢酸ビニル共重合体、これら
の金属塩等が挙げられる。
金属塩としては、例えば、カリウム、ナトリウム等のアルカリ金属の塩；マグネシウム、
カルシウム等のアルカリ土類金属の塩を挙げることができる。中でも、アルカリ金属の塩
が好ましく、ナトリウム塩又はカリウム塩がより好ましい。
本発明における３,０００～３００,０００の高分子分散剤としては、ポリアクリル酸塩が
好ましく、ポリアクリル酸ナトリウムがより好ましい。
【００４７】
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上記平均分子量３,０００～３００,０００の高分子分散剤の含有量は、洗浄剤組成物に対
して０．１～２０重量％であることが好ましい。高分子分散剤の含有量が上記範囲である
と、洗浄剤組成物の洗浄力がより向上するため好ましい。上記高分子分散剤の含有量は、
１～１８重量％がより好ましく、３～１５重量％がさらに好ましい。
【００４８】
本発明の洗浄剤組成物は、必要に応じて溶媒、増量剤、酵素、消泡剤等の洗浄剤組成物に
配合される他の成分を含有してもよい。これらは１種のみ用いてもよく、２種以上を併用
してもよい。
【００４９】
上記溶媒としては、水等が挙げられる。
上記増量剤としては、硫酸ナトリウム（芒硝）、粉末シリカ等が挙げられる。
上記酵素としては、プロテアーゼ、エステラーゼ、リパーゼ、ヌクレアーゼ、セルラーゼ
、アミラーゼ及びペクチナーゼ等が挙げられる。これらの酵素が含まれていると、酵素の
機能により洗浄力が向上する。
上記消泡剤としては、エマルジョン型、オイル型、オイルコンパウンド型、溶液型、自己
乳化型等の消泡剤が挙げられる。
【００５０】
本発明の洗浄剤組成物の剤形は、液体、固体（粉末、顆粒（粒状）、錠剤、タブレット、
フレーク又はブロック等）のいずれでもよい。好ましくは、固体であり、粉末、顆粒、ブ
ロック等である。また、本発明の洗浄剤組成物は、カートリッジ洗浄剤等にも好適に使用
される。
【００５１】
本発明の洗浄剤組成物の製造方法は特に限定されず、剤形に応じて適宜選択すればよい。
例えば、上述したアルカリ剤、防食剤及びキレート剤並びに所望により配合される塩素剤
、非イオン界面活性剤及び高分子分散剤等を混合又は撹拌等することにより製造すること
ができる。各成分を混合する順番、混合又は撹拌の方法等は特に限定されない。
【００５２】
例えば、ブロックなどの固形体の洗浄剤組成物を製造する際には、例えば、まず、水及び
水以外の洗浄剤組成物の原料を撹拌混合し、スラリー液を調製した後、上記スラリー液を
所望の型又は容器等に投入し、冷却して固化させることが好ましい。
【００５３】
具体的には、まず、水に水以外の洗浄剤組成物の原料を加えた後、３０～９０℃に維持し
、攪拌することにより、水及び洗浄剤組成物を含むスラリー液を調製する。
水以外の洗浄剤組成物の原料の投入量は、上記スラリー液の全量に対して３５～１００重
量％が好ましい。
次に、上記スラリー液を所望の型又は容器に投入し、その後、上記スラリー液を常温で１
～２４時間放置して固化させ、型又は容器の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成
物を製造する。
【００５４】
顆粒状（粒状）の洗浄剤組成物を製造する際には、洗浄剤組成物の原料となるアルカリ剤
、防食剤及びキレート剤並びに所望により添加される塩素剤、界面活性剤及び高分子分散
剤等の粒状原料を混合すればよい。混合にはリボンミキサー、ナウターミキサー、ドラム
ミキサーが好適に用いられる。
また、粉末状の洗浄剤組成物を製造する際には、洗浄剤組成物の原料となるアルカリ剤、
防食剤及びキレート剤並びに所望により添加される塩素剤、界面活性剤及び高分子分散剤
等の粉状原料を混合すればよい。混合にはリボンミキサー、ナウターミキサー、ドラムミ
キサーが好適に用いられる。
【００５５】
本発明の洗浄剤組成物は、洗浄力に優れるものであり、かつアルミ、アルミ合金、銅、銅
合金等の金属に対する防食能が高いため、例えば、自動食器洗浄機用洗浄剤組成物として
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好適に用いられる。
【００５６】
本発明の洗浄剤組成物の使用方法としては、例えば食器等を洗浄する場合であれば、洗浄
剤組成物を水で希釈した液体洗浄剤組成物を洗浄液として、食器等に接触させて洗浄すれ
ばよい。液体洗浄剤組成物における洗浄剤組成物の濃度は、例えば、０．０３～０．５重
量％とすることが好ましい。このような濃度で使用することにより、洗浄液が優れた洗浄
力及び防食能を発揮できるため好ましい。また、洗浄に用いる液体洗浄剤組成物（洗浄液
）の温度は特に限定されないが、例えば、４０～７０℃とすることが好ましい。
【００５７】
本発明の洗浄剤組成物が塩素剤を含まない場合には、該洗浄剤組成物と塩素剤とを洗浄の
際に併用することによっても、本発明の洗浄剤組成物が奏する優れた洗浄力及び防食能に
加えて、塩素剤によるさらに優れた洗浄力と高い除菌効果、高い脱臭効果又は漂白効果と
を得ることができる。
【００５８】
本発明の食器洗浄方法は、本発明の洗浄剤組成物を使用する食器洗浄方法であって、自動
食器洗浄機中で、上記洗浄剤組成物を水で希釈した液体洗浄剤組成物と食器とを接触させ
る洗浄工程を含み、上記液体洗浄剤組成物中の上記洗浄剤組成物の濃度は０．０３～０．
５重量％であることを特徴とする。本発明の食器洗浄方法に用いられる自動食器洗浄機は
特に限定されないが、好ましくは業務用自動食器洗浄機である。
【００５９】
上記液体洗浄剤組成物中の上記洗浄剤組成物の濃度が０．０３～０．５重量％であると、
液体洗浄剤組成物が優れた洗浄力及び防食能を発揮することができる。上記液体洗浄剤組
成物中の上記洗浄剤組成物の濃度は、好ましくは０．０４～０．３重量％である。
【００６０】
本発明の食器洗浄方法においては、上記液体洗浄剤組成物が、さらに塩素剤を３～５０ｐ
ｐｍ含むことが好ましい。本明細書中、液体洗浄剤組成物中の塩素剤の濃度は、以下の方
法で測定される有効塩素濃度を意味する。洗浄槽の洗浄剤組成物（洗浄液）を１００ｇサ
ンプリングし、ヨウ化カリウム５ｇと反応させ、０．０１Ｎチオ硫酸ナトリウム水溶液で
滴定する。その滴定量Ａ（ｍＬ）、求める有効塩素濃度をＡｖＣＬ（ｐｐｍ）とすると、
ＡｖＣＬ（ｐｐｍ）＝Ａ（ｍＬ）×３．５４６で求めることができる。
上記液体洗浄剤組成物が塩素剤を３～５０ｐｐｍ含むと、塩素剤によるさらに優れた洗浄
力と高い除菌効果、高い脱臭効果又は漂白効果とを発揮することができるため好ましい。
上記液体洗浄剤組成物中の塩素剤の濃度は、好ましくは５～４５ｐｐｍである。
【００６１】
上記塩素剤は、洗浄剤組成物に含まれていたものであってもよく、洗浄剤組成物とは別に
添加されたものであってもよい。本発明の食器洗浄方法においては、洗浄剤組成物として
、上述した塩素剤を含む洗浄剤組成物を使用してもよく、塩素剤を含まない洗浄剤組成物
を使用してもよい。
【００６２】
上記洗浄工程において塩素剤を含む洗浄剤組成物を用いる場合には、該洗浄剤組成物の濃
度が０．０３～０．５重量％である液体洗浄剤組成物を調製した場合に、該液体洗浄剤組
成物中の塩素剤の濃度が３～５０ｐｐｍとなるように、塩素剤の配合量を適宜設定するこ
とが好ましい。塩素剤及びその好ましい態様は上述したとおりであり、１種又は２種以上
を使用することができる。
【００６３】
上記洗浄工程に用いられる洗浄剤組成物が塩素剤を含まない場合には、液体洗浄剤組成物
に塩素剤を別途添加することができる。塩素剤の添加方法は、液体洗浄剤組成物中に塩素
剤が上記量含まれることになればよく、特に限定されない。例えば、洗浄剤組成物を水で
希釈した水溶液に塩素剤を添加して液体洗浄剤組成物を調製してもよく、洗浄剤組成物に
使用時に塩素剤を添加してもよく、水で塩素剤を希釈した塩素剤水溶液で洗浄剤組成物を
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希釈してもよい。
このような、塩素剤を含まない本発明の洗浄剤組成物と塩素剤とを使用する食器洗浄方法
であって、自動食器洗浄機中で、上記洗浄剤組成物と塩素剤とを水で希釈した液体洗浄剤
組成物と食器とを接触させる洗浄工程を含み、上記液体洗浄剤組成物中の上記洗浄剤組成
物の濃度は０．０３～０．５重量％であり、上記塩素剤の濃度は３～５０ｐｐｍである食
器洗浄方法は、本発明の実施態様の１つである。
【００６４】
また、洗浄工程では、塩素剤を含む洗浄剤組成物を使用し、さらに別途塩素剤を添加して
液体洗浄剤組成物中の塩素濃度を調整することもできる。
上記洗浄工程において、洗浄剤組成物とは別に塩素剤を添加する場合、塩素剤としては上
述した化合物が挙げられ、１種又は２種以上を使用することができる。中でも、塩素化イ
ソシアヌル酸塩、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸塩が好ましく、塩素化イソシア
ヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸ナトリウムがより好ましく、
塩素化イソシアヌル酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウムがさらに好ましい。
【００６５】
上記洗浄工程における液体洗浄剤組成物の温度は特に限定されないが、例えば、４０～７
０℃とすることが好ましく、５０～６５℃がより好ましい。洗浄時間は特に限定されない
が、通常１サイクル０．５～２分であり、１サイクル１～１．５分が好ましい。
【００６６】
本発明の食器洗浄方法に用いられる洗浄剤組成物及びその好ましい態様等は、上述したと
おりである。好ましくは、固体の洗浄剤組成物を用いる。
また、洗浄工程において塩素剤を洗浄剤組成物とは別に添加する場合、塩素剤は、固体で
あることが好ましい。上記塩素剤は、有効成分である塩素剤単独でもよく、塩素剤に結合
補助剤等を加え、造粒、固形化等したものであってもよい。
【００６７】
上記洗浄剤組成物及び所望により使用される塩素剤の供給方法等は特に限定されず、例え
ば、自動供給装置を利用してもよく、手動により投入してもよい。また、本発明の洗浄方
法に使用される洗浄剤組成物及び塩素剤として、後述する液体洗浄剤組成物用キット又は
カートリッジ洗浄剤等を用いることもできる。
【００６８】
本発明の液体洗浄剤組成物用キットは、上記洗浄剤組成物と塩素剤とを含んで構成され、
上記洗浄剤組成物と上記塩素剤とを混合して液体洗浄剤組成物を調製するためのキットで
あって、上記洗浄剤組成物は、上記塩素剤と分離された状態であることを特徴とする。
本発明の液体洗浄剤組成物用キットに含まれる洗浄剤組成物及びその好ましい態様等は上
述したとおりであるが、塩素剤を含まないことが好ましい。
【００６９】
上記塩素剤としては上述した化合物が挙げられ、１種又は２種以上を使用することができ
る。中でも、塩素化イソシアヌル酸塩、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸塩が好ま
しく、塩素化イソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸ナトリ
ウムがより好ましく、塩素化イソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸がさ
らに好ましい。上記塩素剤は、有効成分である塩素剤単独でもよく、塩素剤に結合補助剤
等を加え、造粒、固形化等したものであってもよい。
本発明のキットにおける上記洗浄剤組成物と上記塩素剤との合計量に対する上記塩素剤の
割合は、１～１０重量％が好ましく、より好ましくは２～５重量％である。また、例えば
本発明の液体洗浄剤組成物用キットを上記食器洗浄方法に用いる場合には、洗浄剤組成物
の濃度が０．０３～０．５重量％である液体洗浄剤組成物を調製した場合に、該液体洗浄
剤組成物中の塩素剤の濃度が３～５０ｐｐｍとなるように、塩素剤の配合量を適宜設定す
ることが好ましい。
【００７０】
本発明の液体洗浄剤組成物用キットは、上記洗浄剤組成物と上記塩素剤とを分離された状
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態で含むものであればよく、その形態等は特に限定されない。例えば、後述するカートリ
ッジ洗浄剤等も本発明のキットの好ましい実施態様の一つである。
【００７１】
本発明のカートリッジ洗浄剤は、内容物の供給口部を有する水不溶性の容器を、上記供給
口部を下向きに設置し、上記供給口部へ水が噴射されて内容物を溶かしながら供給する方
式の自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤であって、
上記容器は、容器本体と中蓋体と外蓋体とからなり、
上記内容物は、本発明の洗浄剤組成物と、塩素剤とを含み、
上記洗浄剤組成物は、所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体からなり、上記塩
素剤は、所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体からなり、
上記容器本体には、上記洗浄剤組成物が収容されており、
上記中蓋体には、上記塩素剤が収容されており、上記容器本体と上記中蓋体との間には、
上記塩素剤又は上記洗浄剤組成物の移動を防止する仕切りが設けられていることを特徴と
する。
【００７２】
なお、本発明における固形体とは、洗浄剤組成物においては、直径５ｃｍ以上（好ましく
は直径５～３０ｃｍ）の球状、直径５ｃｍ以上（好ましくは直径５～２５ｃｍ）で高さが
５ｃｍ以上（好ましくは高さが５～２５ｃｍ）の円柱状又はそれと同等の体積のものを８
０重量％以上含むものをいい、塩素剤においては直径５ｍｍ以上（好ましくは直径５～５
０ｍｍ）の球状又はそれと同等の体積のものを８０重量％以上含むものをいう。また、粒
状体とは、上記した固形体の条件に該当せず、直径０．１ｍｍ以上（好ましくは直径０．
１～１０ｍｍ）の球状又はそれと同等の体積のものを８０重量％以上含むものをいい、粉
状体とは、直径０．１ｍｍ以上の球状又はそれと同等の体積のものが８０重量％未満であ
るものをいう。
【００７３】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記中蓋体は、噴射水を通過させるための貫通孔が形
成されるとともに、上記塩素剤を載置するための載置部を備え、上記戴置部には、洗浄液
を容器外へ排水する開口部が形成されるとともに、上記塩素剤を上記中蓋体の内部に保持
するための上記載置部を覆うカバー部を備えており、上記外蓋体は、使用時まで容器内外
の空間を遮断し、使用時に取り外すように構成され、フィルム状部材又は硬質部材からな
ることが望ましい。
【００７４】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、内容物を空間的に遮断する部材が必要であるとともに
、噴射水を通過させ、洗浄剤組成物及び塩素剤と接触した洗浄液を容器外に排出するため
の部材も必要となる。そのため、本発明のカートリッジ洗浄剤では、噴射水を通過させる
ための貫通孔及び洗浄液を容器外へ排水する開口部が形成された中蓋体と使用時まで容器
内外の空間を遮断する外蓋体とが設けられている。
上記中蓋体は、容器本体に固定されていても良いし、脱着可能でも良い。また、上記貫通
孔は、大きい１つの貫通孔であってもよく、小さい複数の貫通孔が形成されていてもよい
。必要であれば内容物がこぼれないよう、取り付けの際に水溶性のフィルムを貼りつけて
もよい。
【００７５】
上記構成のカートリッジ洗浄剤では、洗浄剤組成物と塩素剤とを分離して収容するために
、塩素剤を収容する中蓋体が設けられているが、この戴置部には、塩素剤を保持するカバ
ー部を備えており、これにより、塩素剤を洗浄剤組成物と好適な条件で分離することがで
きる。これにより、上述した効果を得ることができる。
【００７６】
本発明のカートリッジ洗浄剤において、上記中蓋体には、上記塩素剤の移動を規制するた
めの区画部材が設けられていることが望ましい。
区画部材により塩素剤の移動を規制することにより、各塩素剤を均一に溶解させることが
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できる。
【００７７】
本発明のカートリッジ洗浄剤に使用される洗浄剤組成物に含まれる成分等やその好ましい
態様等は上述したとおりであるが、塩素剤を含まないことが好ましい。
【００７８】
本発明のカートリッジ洗浄剤に用いられる塩素剤としては上述した本発明の洗浄剤組成物
に使用できる化合物が挙げられ、１種又は２種以上を使用することができる。中でも、塩
素化イソシアヌル酸塩、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸塩が好ましく、塩素化イ
ソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸、次亜塩素酸ナトリウムがより好ま
しく、塩素化イソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸がさらに好ましい。
上記塩素剤は、有効成分である塩素剤単独でもよく、塩素剤に結合補助剤等を加え、造粒
、固形化したものであってもよい。
【００７９】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記洗浄剤組成物は、所定形状に成形された固形体か
らなり、上記塩素剤は、所定形状に成形された固形体又は粒状体からなることが望ましい
。
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記塩素剤や洗浄剤組成物の形状は、単一でもよいし
、請求項に記載された組み合わせの範囲内で、粒状体と固形体等、又は、大きさや結合剤
が異なる複数の固形体といった複数の形状の剤を併用してもよい。
【００８０】
上記態様は、本発明のカートリッジ洗浄剤の一態様であり、上記洗浄剤組成物は固形体か
らなり、上記塩素剤は固形体又は粒状体からなり、両者は表面積が小さく、接触しにくい
形状であるので、上記構成のカートリッジ洗浄剤は、塩素剤や洗浄剤組成物の一部の分解
を防止することができるとともに、洗浄中に適量の塩素剤を自動食器洗浄機内に供給する
ことができ、簡易に製造することができ、かつ、安全に製造が可能なカートリッジ洗浄剤
を提供することができる。
【００８１】
上記構成のカートリッジ洗浄剤では、上記塩素剤は、所定形状に成形された固形体である
ことが望ましい。
水を噴射して使用するカートリッジ洗浄剤においては、逐次使用する部分以上の部分にま
で、噴射水により洗浄剤組成物が濡らされ、その水分を仲立ちとしてキレート剤等の洗浄
剤組成物と塩素剤が反応し、それらの一部が分解する場合があるが、上記構成のカートリ
ッジ洗浄剤では、洗浄剤組成物と塩素剤との接触機会が少ないので、上記問題は発生しに
くく、特に上記のような洗浄剤組成物の形状が固形であり、塩素剤の形状も固形の場合に
は、最も洗浄剤組成物と塩素剤の保管時及び使用時の接触確率が少なくなるため、反応等
に起因して分解する危険性が小さく、自動食器洗浄機用の洗浄剤として最も適している。
【００８２】
上記のように、上記構成のカートリッジ洗浄剤では、塩素剤が特に、所定形状に成形され
た固形体であると、塩素剤と洗浄剤組成物の分離を完全に行うことができるので、上述し
た本発明の効果がより高くなる。
【００８３】
本発明のカートリッジ洗浄剤では、上記洗浄剤組成物と上記塩素剤との合計量に対する上
記塩素剤の割合は、１～１０重量％であることが好ましい。なお上記塩素剤の量は、水又
は結晶水を除いた純分の重量％である。
上記塩素剤の割合が１～１０重量％であると、優れた防食能及び優れた洗浄力と高い除菌
効果、高い脱臭効果又は漂白効果を得ることができる。上記塩素剤の割合が１重量％未満
であると、塩素剤の量が少なすぎて、自動食器洗浄機内を充分に除菌できない場合や、脱
臭効果又は漂白効果が不充分となる場合がある。上記塩素剤の割合が１０重量％を超える
と、防食能が不充分となる場合がある。また、塩素剤の量が多すぎて、コストが高くなる
場合や、噴射水の温度が高い場合に塩素剤の供給量が多すぎて使用環境中に刺激臭を生じ
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ることがある。
上記洗浄剤組成物と上記塩素剤との合計量に対する上記塩素剤の割合は、好ましくは２～
５重量％である。
【００８４】
本発明のカートリッジ洗浄剤は、自動食器洗浄機用のカートリッジ洗浄剤として使用する
ことができるものである。
本発明のカートリッジ洗浄剤では、洗浄剤組成物は容器本体に収容されており、塩素剤は
中蓋体に収容されており、上記容器本体と上記中蓋体との間には、上記塩素剤又は洗浄剤
組成物の移動を防止する仕切りが設けられているが、その実施形態として次のものが考え
られる。
【００８５】
以下、本発明のカートリッジ洗浄剤の実施形態について説明する。
本発明のカートリッジ洗浄剤では、塩素剤は、所定形状に成形された固形体、粒状体又は
粉体からなり、洗浄剤組成物は、所定形状に成形された固形体又は粒状体からなり、上記
中蓋体に上記塩素剤が収容されるとともに、上記容器本体に上記洗浄剤組成物が収容され
ている。
【００８６】
図１は、本発明の実施形態に係るカートリッジ洗浄剤を構成する容器の一例を模式的に示
す説明図である。図２は、図１に示すカートリッジ洗浄剤を構成する中蓋体の一例を模式
的に示す概念図である。
【００８７】
図１に示したように、本実施形態に係るカートリッジ洗浄剤１０を構成する容器は、容器
本体１１と中蓋体１２と外蓋体１３とからなる。
容器本体１１は、円筒容器の下部が次第に縮径していく、所謂、ロート形状となっており
、最下部の径の小さい筒部材１１ａには、中蓋体１２をねじ込むためのねじ１１０ａが形
成されている。図示はしていないが、本発明では、筒部材１１ａは、ねじ込みでなく爪構
造によるはめ込み式で中蓋体を固定するようになっていてもよい。
【００８８】
中蓋体１２は、有底円筒形状であり、底部１２ｂには、噴射水を通過させるための円筒部
材１２ｄと、洗浄剤組成物２０及び塩素剤２１(図３参照）が溶解した洗浄液を通過させ
るための開口部１２ａが２個設けられており、中蓋体１２の円筒部分１２ｃの内壁には、
容器本体１１の筒部材１１ａにねじ込むためのねじ１２０ａが設けられている。
開口部１２ａ及び底部１２ｂを含む、塩素剤を載置するための部分が中蓋体１２における
載置部である。
なお、図２には開口部１２ａは２個示しているが、開口部１２ａの数は１個ないし２個以
上であってもよい。
中蓋体１２は、筒部材１１ａに嵌め込むことにより固定されればよいので、容器本体１１
の筒部材１１ａや中蓋体１２にねじ１２０ａが設けられていなくてもよい。その場合には
、中蓋体１２に爪部を形成し、筒部材１１ａの方に爪の受け構造が形成されていれば中蓋
体１２を嵌め込んだ後、固定することができる。
【００８９】
また、この中蓋体１２は、さらに内筒１２ｅが設けられており、内筒１２ｅの内部に塩素
剤２１を収容できるように構成されており、塩素剤２１を内筒１２ｅの内部に収容した状
態で保持するために円環形状のカバー部１４が設けられている。
中蓋体１２を構成するカバー部１４は、円筒部材１２ｄと重なる部分を除いて、水が通過
することができるように網状又は板状で開口部を有する部材１４ａにより構成されており
、縁部には、網状又は板状で開口部を有する部材１４ａを支持、固定するための支持部材
１４ｂが配設されている。そして、図示はしていないが、中蓋体１２の内部に塩素剤２１
が収容された状態で、支持部材１４ｂが内筒１２ｅの上面周囲に接着剤を介して貼り付け
られるか、爪状の構造などで固定され、中蓋体１２の内部（内筒１２ｅの内部）に塩素剤
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２１が保持され、上部に存在する洗浄剤組成物２０と分離状態とすることができる。
【００９０】
なお、中蓋体は塩素剤が保持され、噴射水が通過する構造となっていれば、上記構造に限
定されない。従って、カバー部１４に円筒部材１２ｄや内筒１２ｅが結合していてもよく
、円筒部材１２ｄや内筒１２ｅが他の部材から独立した部材であってもよく、内筒１２ｅ
が無い構造でもよい。
また、塩素剤が粒状体、固形体である場合には、カバー部１４は、それに対応した塩素剤
が漏れない程度の粗さの網状体であればよく、塩素剤が漏れなければ、円筒部材１２ｄや
内筒１２ｅに、スリットが形成されていてもよく、メッシュ状であってもよく、適度の間
隔でフレームが形成されたものであってもよい。また、内筒１２ｅの代わりに棒状のもの
が設けられていてもよい。
また、容器本体と中蓋体と外蓋体は、２つ以上の部材が一体成形されたものであってもよ
い。具体的には、例えば、中蓋とカバー部、中蓋と外蓋部をヒンジで結合した構造であっ
てもよい。
【００９１】
外蓋体１３は、使用時まで容器内外の空間を遮断する役割を果たすものであり、使用時に
は、取り外すように構成されている。
図１では、外蓋体１３にも、ねじ１３０ａが設けられ、中蓋体１２にねじ込むように構成
されているが、中蓋体と同様に、ねじ１３０ａは設けず、中蓋体１２に爪受け構造を形成
し、外蓋体１３に浅い爪を形成し嵌め込むようにしてもよい。
【００９２】
容器本体１１と中蓋体１２と外蓋体１３とは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＥＴ等
のプラスチックからなるが、特に、外蓋体１３は、嵌め込む形式のものが好ましく、その
ためには、硬質部材が好ましい。
なお、外蓋体１３は、フィルム状部材により構成され、使用時にはがすことが可能な接着
剤により中蓋体１２に接着されていてもよい。
【００９３】
図３は、本発明のカートリッジ洗浄剤の一例を模式的に示す概念図である。
この例では、洗浄剤組成物２０は、容器本体１１の形状で固化した固形体であり、一方、
塩素剤２１は、粉状体からなり、粉状体からなる塩素剤２１は、中蓋体１２の内部に載置
されており、カバー部１４により中蓋体１２の外に飛散しない構成となっている。なお、
塩素剤２１は、粉状体であるので、底部１２ｂに設けられた開口部１２ａから飛散しない
よう、開口部１２ａにも目の細かい網状部材が設けられている。
図３に示すカートリッジ洗浄剤１０では、洗浄剤組成物２０と塩素剤２１とは、カバー部
１４で分離されており、直接接触することはないため、塩素剤２１と洗浄剤組成物２０と
が反応することはなく、水に溶解した塩素剤２１と洗浄剤組成物２０とを良好に洗浄液中
に供給することができる。なお、図３では、わかりにくいが、洗浄剤組成物２０は、当然
、円筒部材１２ｄの内部には、収容されていない。図４～図６のカートリッジ洗浄剤でも
同様である。
【００９４】
図４は、本発明のカートリッジ洗浄剤の別の例を模式的に示す概念図である。
この例では、洗浄剤組成物２２は、粒状体であり、一方、塩素剤２３は、所定形状に成形
された固形体からなり、固形体からなる塩素剤２３は、中蓋体１２の内部に載置されてお
り、カバー部１４によりその内部に保持されている。
図４に示すカートリッジ洗浄剤１５でも、洗浄剤組成物２２と塩素剤２３とは、カバー部
１４で分離されており、直接接触することはない。
【００９５】
図５は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図である。
この例では、洗浄剤組成物２２及び塩素剤２４は、ともに粒状体であるが、粒状体からな
る塩素剤２４は、中蓋体１２の内部に載置されており、カバー部１４によりその内部に保
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持されている。図５に示すカートリッジ洗浄剤１６でも、洗浄剤組成物２２と塩素剤２４
とはカバー部１４により分離されており、直接接触することはない。
【００９６】
図６は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図である。
この例では、洗浄剤組成物２２は、粒状体であり、一方、塩素剤２１は、粉状体であり、
粉状体からなる塩素剤２１は、中蓋体１２の内部に載置されており、カバー部１４により
その内部に保持されている。図６に示すカートリッジ洗浄剤１７でも、洗浄剤組成物２２
と塩素剤２１とはカバー部１４により分離されており、直接接触することはない。
このように、塩素剤と洗浄剤組成物とは、中蓋体を構成するカバー部により分離されてお
り、塩素剤と洗浄剤組成物とが直接接触することはなく、塩素剤や洗浄剤組成物の一部の
分解を防止することができる。
【００９７】
図７（ａ）は、本発明のカートリッジ洗浄剤を構成する中蓋体の別の例を模式的に示す概
念図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す中蓋体に固形体の塩素剤を収容した状態を
模式的に示す概念図であり、図７（ｃ）は、図７（ａ）に示す中蓋体の裏面に外蓋体とし
てのフィルム部材を接着した状態を模式的に示す概念図である。
【００９８】
図７（ａ）に示す中蓋体３２は、有底円筒形状であり、底部３２ｂには、噴射水を通過さ
せるための円筒部材３２ｄと、洗浄剤組成物２０（図８参照）及び塩素剤２３（図７（ｂ
）参照）が溶解した洗浄液を通過させるための開口部３２ａが設けられており、中蓋体３
２の円筒部分３２ｃの内壁には、容器本体１１の筒部材１１ａにねじ込むためのねじ３２
０ａが設けられている。
開口部３２ａ及び底部３２ｂを含む、塩素剤を載置するための部分が中蓋体３２における
載置部である。
底部３２ｂは網目形状となっており、多数の開口部３２ａが形成されている。底部３２ｂ
が網目形状であり多数の開口部３２ａが形成されていると、洗浄液が中蓋体の底部を通過
しやすく、均一に排出されるという利点がある。
【００９９】
また、この中蓋体３２には、さらに内筒３２ｅが設けられており、内筒３２ｅの内部に塩
素剤２３を収容できるように構成されている（図７（ｂ）参照）。
この中蓋体３２に収容する塩素剤としては、底部３２ｂの網目形状の開口部３２ａから落
下することのない大きさの固形体の塩素剤２３であることが望ましい。
また、中蓋体３２の内筒３２ｅ内には、固形体の塩素剤２３の移動を規制するための区画
部材３２ｆが複数箇所に設けられていて、内筒３２ｅ内の空間が区画されている。区画部
材３２ｆの間隔は、区画部材３２ｆの間に固形体の塩素剤が入るように定めることが望ま
しい。このように固形体の塩素剤２３の移動を規制することにより、各塩素剤を均一に溶
解させることができる。
【０１００】
また、区画部材３２ｆによる区画は、内筒３２ｅ内の空間を完全に区画するのではなく、
緩く区画することが望ましい。「緩く」というのは、区画部材３２ｆにより固形体の塩素
剤２３の移動が規制される程度に内筒３２ｅ内の空間が区画されている一方、区画部材３
２ｆと内筒３２ｅの内壁の間、及び／又は、区画部材３２ｆと円筒部材３２ｄの外壁の間
に空間を設けて、水や洗浄液等の液体が内筒３２ｅの間で自由に移動できる状態のことを
意味する。このような状態であると、水、洗浄液等の液体が特定の部位に噴射されたとし
ても、液体が内筒３２ｅの中で偏ることがないので、特定の塩素剤２３のみが溶解するこ
とが防止される。
【０１０１】
また、図７（ｂ）に示すように、塩素剤２３を内筒３２ｅの内部に収容した状態で保持す
るために円環形状のカバー部３４が設けられている。
カバー部３４の役割は図２に示すカバー部１４と同様であるが、図７（ｂ）にはカバー部
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の形態として開口部の形状が異なる部材３４ａを示している。また、カバー部３４には図
２に示すカバー部１４の支持部材に相当する部位は存在していない。
また、図示していないが、円筒部材３２ｄの上面に段付きを設け、段付きとカバー部３４
の開口部３４ｃがかみ合うようにしてカバー部３４の位置ずれを防止するようにしてもよ
い。
また、中蓋体３２に設けていた区画部材３２ｆに代えてカバー部３４の中蓋体側になる面
に区画部材を設けて、カバー部３４を被せた際に内筒３２ｅ内の空間を区画できるように
してもよい。
【０１０２】
図７（ｃ）には図７（ａ）に示す中蓋体３２の裏面に外蓋体としてのフィルム部材３３を
接着した状態を示している。
フィルム部材３３は、カートリッジ洗浄剤の使用時に剥がすことが可能な接着剤により中
蓋体３２に接着されていてもよい。フィルム部材３３は、接着剤が塗布されていない突出
部３３ａを手で掴んで剥がすことができる。また、フィルム部材を水溶性フィルムとして
おき、水が触れることによってフィルム部材が溶解してなくなるようにしておいてもよい
。
【０１０３】
図８は、本発明のカートリッジ洗浄剤のさらに別の例を模式的に示す概念図である。
図８には、図３に示すカートリッジ洗浄剤において中蓋体及びカバー部として図７（ｂ）
に示す中蓋体３２及びカバー部３４を使用し、固形体の塩素剤２３を中蓋体３２の内部に
載置している。また、中蓋体３２の裏面には外蓋体としてのフィルム部材３３を接着して
いる。
この実施形態でも塩素剤と洗浄剤組成物とは、中蓋体を構成するカバー部により分離され
ており、塩素剤と洗浄剤組成物とが直接接触することはなく、塩素剤や洗浄剤組成物の一
部の分解を防止することができる。また、外蓋体としてのフィルム部材により、使用時ま
で容器内外の空間が遮断されている。
【０１０４】
本発明のカートリッジ洗浄剤に用いる洗浄剤組成物を製造する際には、まず、水及び水以
外の洗浄剤組成物の原料を撹拌混合し、スラリー液を調製した後、上記スラリー液をカー
トリッジ洗浄剤を構成する容器本体に投入し、冷却して固化させることが好ましい。
【０１０５】
具体的には、例えば、まず、水に水以外の洗浄剤組成物の原料を加えた後、３０～９０℃
に維持し、攪拌することにより、水及び洗浄剤組成物を含むスラリー液を調製する。
水以外の洗浄剤組成物の原料の投入量は、上記スラリー液の全量に対して５０～１００重
量％が望ましい。これにより、カートリッジ洗浄剤に使用した場合に洗浄力が充分に高い
洗浄剤組成物が得られる。
【０１０６】
次に、上記スラリー液を容器本体に投入し、その後、上記スラリー液を常温で１～２４時
間放置して固化させ、容器本体の形状に固化された固形体の洗浄剤組成物を製造する。上
記スラリーを別の所定形状の容器に投入して固化させれば、その容器の形状の固形体とな
る。
粒状体の洗浄剤組成物を作製する際には、洗浄剤組成物の原料となるアルカリ剤、防食剤
及びキレート剤並びに所望により添加される界面活性剤及び高分子分散剤等の粒状原料を
混合すればよい。混合にはリボンミキサー、ナウターミキサー、ドラムミキサーが好適に
用いられる。
また、粉状体の洗浄剤組成物を作製する際には、洗浄剤組成物の原料となるアルカリ剤、
防食剤及びキレート剤並びに所望により添加される界面活性剤及び高分子分散剤等の粉状
原料を混合すればよい。混合にはリボンミキサー、ナウターミキサー、ドラムミキサーが
好適に用いられる。
上記のようにして作製した所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体の洗浄剤組成
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物を容器本体に収容し、その後、所定形状に成形された固形体、粒状体又は粉状体の塩素
剤を中蓋体の内部に収容し、カバー部を設けた後、容器本体と中蓋体と外蓋体とを組み合
わせることにより本発明のカートリッジ洗浄剤を製造することができる。
【０１０７】
本発明に係るカートリッジ洗浄剤を用いて、食器等を洗浄する際には、供給口部を下向き
にして自動食器洗浄機の洗浄剤固定部に固定する。洗浄剤固定部には、噴射器が中蓋体の
直ぐ下に配置されており、噴射器より噴射された水が中蓋体の円筒部材内の貫通孔を通過
して、容器本体に収容された洗浄剤組成物に到達し、洗浄剤組成物を少しずつ、溶かして
いくように構成されている。
【０１０８】
洗浄剤組成物と接触し、洗浄剤組成物を溶解させた水溶液は、塩素剤と接触し、塩素剤も
溶かしていく。これにより、塩素剤と洗浄剤組成物とを含む洗浄液は、中蓋体底部の開口
部から下に落ちて自動食器洗浄機の洗浄タンク内へ流れ、この洗浄液により食器等を洗浄
することができる。
【０１０９】
上記のような、上記カートリッジ洗浄剤に水を供給して洗浄剤組成物と接触させる工程、
得られる洗浄剤組成物を溶解させた水溶液を、塩素剤と接触させて塩素剤を溶解させる工
程、及び、得られる塩素剤と洗浄剤組成物とを含む液体洗浄剤組成物（洗浄液）を自動食
器洗浄機の洗浄タンクに供給し、該液体洗浄剤組成物と食器類とを接触させる洗浄工程を
含む食器洗浄方法も、本発明に包含される。液体洗浄剤組成物における洗浄剤組成物の濃
度は、０．０３～０．５重量％であることが好ましく、０．０４～０．３重量％がより好
ましい。上記液体洗浄剤組成物における塩素剤の濃度は、３～５０ｐｐｍであることが好
ましく、５～４５ｐｐｍがより好ましい。洗浄工程における液体洗浄剤組成物の温度は特
に限定されないが、例えば、５０～７０℃とすることが好ましい。
【０１１０】
本発明のカートリッジ洗浄剤を、上記食器洗浄方法に用いる場合には、液体洗浄剤組成中
の洗浄剤組成物及び塩素剤の濃度が上記範囲となるように、カートリッジ洗浄剤に収容す
る洗浄剤組成物及び塩素剤の量、溶解度、供給水量、供給水温度等を適宜設定すればよい
。
【実施例】
【０１１１】
以下、本発明をより具体的に説明する実施例を示す。なお、本発明はこれらの実施例のみ
に限定されるものではない。
【０１１２】
＜実施例１～１６＞
アルカリ剤、防食剤、キレート剤、塩素剤、界面活性剤及び高分子分散剤、並びに、無水
ボウショウ又は水を、表１～２に示す割合となるように配合し、混合又は加温溶解するこ
とにより実施例１～１６の各洗浄剤組成物を製造した。表１～２中の数値は、洗浄剤組成
物に対する各成分の重量％である。
【０１１３】
＜比較例１～８＞
アルカリ剤、キレート剤、塩素剤、界面活性剤及び高分子分散剤、並びに、無水ボウショ
ウ又は水を、表３に示す割合となるように配合し、混合又は加温溶解することにより比較
例１～８の各洗浄剤組成物を製造した。表３中の数値は、洗浄剤組成物に対する各成分の
重量％である。
【０１１４】
＜評価方法＞
実施例１～１６及び比較例１～８で製造した洗浄剤組成物について、以下の方法で防食能
及び洗浄力の評価を行った。
【０１１５】
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（１）防食能評価（銅合金）
（ｉ）評価方法
試験金属ピースとして、酸洗浄した円柱型銅合金（ＣＡＣ４０６、直径１６ｍｍ×高さ５
ｍｍ　ムク３．５ｍｍ穴）を自動食器洗浄機槽内に設置した攪拌機の羽に固定し、４７０
ｒｐｍで回転させた。自動食器洗浄機として、三洋電機株式会社製ドアタイプの洗浄機（
型番ＤＷ－ＤＲ６２型）を使用し、洗浄工程では洗浄剤組成物濃度０．１５重量％とした
洗浄液（液体洗浄剤組成物）を使用し、洗浄温度６０℃とした。すすぎ工程ではすすぎ温
度８０℃とし、洗浄１サイクルを洗浄時間４５秒、すすぎ８秒とした。洗浄水には、水道
水を用いた。３時間稼働後、試験金属ピースの重量変化を測定し、以下の基準で防食能を
評価した。
【０１１６】
（ｉｉ）評価基準
洗浄剤組成物の防食能を次のように評価した。
◎：溶解量０．２ｍｇ／ｃｍ２未満
○：溶解量０．２ｍｇ／ｃｍ２以上、０．４ｍｇ／ｃｍ２未満
△：溶解量０．４ｍｇ／ｃｍ２以上、０．６ｍｇ／ｃｍ２未満
×：溶解量０．６ｍｇ／ｃｍ２以上
【０１１７】
（２）防食能評価（アルミ）
（ｉ）評価方法
試験金属ピースとして、アルミシート（ＡＡ１０５０、縦１５０ｍｍ×横１５０ｍｍ×高
さ０．５ｍｍ）を自動食器洗浄機槽内に設置した攪拌機の羽に固定し、４７０ｒｐｍで回
転させた。自動食器洗浄機として、ホシザキ製ドアタイプの洗浄機（型番ＪＷ－６５０Ｕ
Ｆ）を使用し、洗浄工程では洗浄剤組成物濃度０．１５重量％とした洗浄液を使用し、洗
浄温度６０℃とした。すすぎ工程ではすすぎ温度８０℃とし、洗浄１サイクルを洗浄時間
４５秒、すすぎ８秒とした。洗浄水には、水道水を用いた。３時間稼働後、試験金属ピー
スの重量変化を測定し、以下の基準で防食能を評価した。
【０１１８】
（ｉｉ）評価基準
洗浄剤組成物の防食能を次のように評価した。
◎：腐食痕跡なし、光沢あり
○：腐食痕跡なし、光沢弱い
△：腐食痕跡あり、光沢弱い
×：腐食痕跡あり、光沢なし
【０１１９】
（３）洗浄力評価
（ｉ）評価方法
（被洗物の調製）
９０ｇの精製水に小麦粉を１０ｇ、卵黄を７０ｇ、ラードを３５ｇ及び牛脂を３５ｇ、加
えてよく撹拌して溶解させた。得られた混合物を汚れに供した。この複合汚れ１ｇを、グ
ラスの内側に塗り広げ、室温で乾燥させたものを洗浄試験用試料とした。
【０１２０】
（洗浄条件）
洗浄力試験は、洗浄工程において、自動食器洗浄機内の水量に対して洗浄剤組成物の濃度
が０．１重量％になるように洗浄剤組成物を投入して洗浄液とし、自動食器洗浄機を用い
て洗浄試験用試料の汚れを洗浄してその外観を目視で評価することにより行った。
自動食器洗浄機として、ホシザキ製ドアタイプの洗浄機（型番ＪＷ－６５０ＵＦ）を用い
、洗浄条件は洗浄時間４０秒、洗浄温度６０℃、すすぎ時間８秒、すすぎ温度８０℃とし
た。洗浄水には、水道水を用いた。
【０１２１】
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洗浄剤組成物の洗浄力を次のように評価した。
◎：汚れの付着は見られない。
○：汚れの付着はほとんど見られない。
△：薄い曇り状の汚れが見られる。
×：明らかな汚れの残留が見られる。
【０１２２】
実施例及び比較例で製造した各洗浄剤組成物について、以下の方法で漂白力の評価を行っ
た。
（４）漂白力評価
（ｉ）評価方法
（被洗物の調製）
１）ポリプロピレン製コップの内側を紙やすりで全面削り、その後中性洗剤でよく洗った
。
２）上記コップに、標準濃度の４倍で調整した緑茶粉末水溶液８０℃を注ぎ、すぐに捨て
、５分間静置した。
【０１２３】
（洗浄条件）
洗浄液の濃度は、自動食器洗浄機内の水量に対して洗浄剤組成物の濃度が０．１重量％と
した。この洗浄剤組成物の濃度を初期値とした。洗浄方法は、自動食器洗浄機を用いて、
上記洗浄液による洗浄工程及び水によるすすぎ工程により洗浄試験用試料の茶渋汚れを１
サイクル洗浄し、その洗浄済のコップに対して上記被洗物の調整２）の通り再度汚れを付
着させた。そのコップをさらに１サイクル洗浄することを繰り返し、目視で茶渋汚れの蓄
積を評価し、蓄積が認められた際の洗浄回数を評価基準とした。なお、洗浄サイクルが５
回終わった後、自動食器洗浄機の水を張り替え、洗浄剤組成物の濃度を初期値に戻した。
自動食器洗浄機として、ホシザキ製ドアタイプの洗浄機（型番ＪＷ－６５０ＵＦ）を使用
し、洗浄温度６０℃、すすぎ温度８０℃とし、洗浄１サイクルを洗浄時間４５秒、すすぎ
８秒とした。
【０１２４】
（ｉｉ）評価基準
洗浄剤組成物の漂白力を次のように評価した。
◎：洗浄サイクル３０回以上
○：洗浄サイクル２０回以上２９回以下
△：洗浄サイクル１０回以上１９回以下
×：洗浄サイクル１回以上９回以下
なお実施例１～２及び９～１０並びに比較例２の洗浄剤組成物については、漂白力の評価
を行わなかった。
【０１２５】
実施例及び比較例で製造した各洗浄剤組成物の組成並びに防食能及び洗浄力の評価結果を
表１～３に示した。
【０１２６】
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【表１】

【０１２７】
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【表２】

【０１２８】
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【表３】

【０１２９】
表１～３及び後掲の表４中の記載は、以下の通りである。
ＥＤＴＡ：エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム
ＮＴＡ：ニトリロ三酢酸ナトリウム
非イオン界面活性剤：ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル（Ｃ＝１２、エチレン
オキサイド付加モル数の平均値３、プロピレンオキサイド付加モル数の平均値５）
ポリアクリル酸Ｎａ：重量平均分子量（Ｍｗ）が４,５００のポリアクリル酸ナトリウム
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【０１３０】
表１～４中の「残」は、洗浄剤組成物１００重量％から水及びは無水ボウショウ以外の成
分の重量％を引いた残りが水又は無水ボウショウであることを意味する。
表１～４中の「ケイ酸ナトリウム中のＳｉＯ２／Ｎａ２Ｏ（モル比）」は、アルカリ剤と
して使用したケイ酸ナトリウムを構成するＮａ２ＯとＳｉＯ２とのモル比である。
また、「洗浄剤組成物中のＳｉＯ２／Ｎａ２Ｏ（モル比）」は、アルカリ剤に含まれるＳ
ｉＯ２と、Ｎａ２Ｏとして換算したアルカリ剤とのモル比（アルカリ剤中のＳｉＯ２／ア
ルカリ剤（Ｎａ２Ｏ換算））である。
【０１３１】
表１～３から、実施例１～１６の洗浄剤組成物は、洗浄力に優れ、かつ防食能に優れるも
のであった。また、塩素剤を配合した実施例３～８及び１１～１６の洗浄剤組成物は、漂
白力にも優れていた。一方比較例１～８の洗浄剤組成物は、洗浄力又は防食能が不充分で
あった。
【０１３２】
実施例１７～１８
アルカリ剤、防食剤、キレート剤、界面活性剤及び高分子分散剤、並びに、水を、表４に
示す割合となるように配合して混合した後、８０℃に加熱して維持し、攪拌することによ
り、水と水以外の洗浄剤組成物の原料とを含むスラリー液を調製した。表４中の数値は、
洗浄剤組成物に対する各成分の重量％である。
【０１３３】
次に、上記で調製したスラリー液を、ポリプロピレン製容器に充填し、上記スラリー液の
温度が３０℃以下に下がるまで常温で放置してスラリー液を固化させ、円柱の形状（直径
１５ｃｍ×高さ１５ｃｍ）に固化された固形体からなる洗浄剤組成物を調製した。
【０１３４】
実施例１９～２４
アルカリ剤、防食剤、キレート剤、界面活性剤及び高分子分散剤、並びに、水を、表４に
示す割合となるように配合して混合した後、８０℃に加熱して維持し、攪拌することによ
り、水と水以外の洗浄剤組成物の原料とを含むスラリー液を調製した。表４中の数値は、
洗浄剤組成物に対する各成分の重量％である。
【０１３５】
次に、上記で調製したスラリー液を、図１に示す形状の容器本体（円筒部分の直径１５ｃ
ｍ、高さ１５ｃｍ）に充填し、上記スラリー液の温度が３０℃以下に下がるまで常温で放
置してスラリー液を固化させ、容器本体の形状に固化された固形体からなる洗浄剤組成物
を調製した。
【０１３６】
別途、粉状体である塩素剤（トリクロロイソシアヌル酸又はジクロロイソシアヌル酸ナト
リウム、有効塩素濃度５０％以上、平均粒径：２５０μｍ以上）を、洗浄剤組成物と塩素
剤との合計重量に対して１～１０重量％となる量計量して、図７（ａ）に示す中蓋体３２
の内部に、図７（ｂ）に示すような状態で収容し、カバー部を接着した後、容器本体と中
蓋体を組み合わせて図８に示すカートリッジ洗浄剤１８を製造した。
【０１３７】
＜評価方法＞
実施例１７～２４で製造した洗浄剤組成物又はカートリッジ洗浄剤を用いて、以下の方法
で防食能及び洗浄力の評価を行った。実施例１７及び１８の洗浄剤組成物については、洗
浄工程において液体用供給装置による滴下により塩素剤６重量％の次亜塩素酸ナトリウム
水溶液を添加した。
【０１３８】
（１）防食能評価（銅合金）
洗浄工程において、洗浄液中の洗浄剤組成物の濃度（重量％）及び塩素剤の濃度（ｐｐｍ
）が表４に示す濃度であったこと以外は、実施例１～１６と同様の方法で評価を行った。
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【０１３９】
（２）防食能評価（アルミ）
洗浄工程において、洗浄液中の洗浄剤組成物の濃度（重量％）及び塩素剤の濃度（ｐｐｍ
）が表４に示す濃度であったこと以外は、実施例１～１６と同様の方法で評価を行った。
【０１４０】
（３）洗浄力評価
洗浄工程において、洗浄液中の洗浄剤組成物の濃度（重量％）及び塩素剤の濃度（ｐｐｍ
）が表４に示す濃度であったこと以外は、実施例１～１６と同様の方法で評価を行った。
【０１４１】
（４）漂白力評価
洗浄条件を以下のようにした以外は、実施例１～１６と同様の方法で評価を行った。
洗浄液の濃度は、自動食器洗浄機内の水量に対して洗浄剤組成物の濃度が表４に示す濃度
（重量％）となるようにした。洗浄液中の塩素剤は、有効塩素濃度が表４に示す有効塩素
濃度（ｐｐｍ）になるように調整した。この洗浄剤組成物の濃度及び塩素剤の濃度（有効
塩素濃度）を初期値とした。洗浄方法は、自動食器洗浄機を用いて、上記洗浄液による洗
浄工程及び水によるすすぎ工程により洗浄試験用試料の茶渋汚れを１サイクル洗浄し、そ
の洗浄済のコップに対して上記被洗物の調整２）の通り再度汚れを付着させた。そのコッ
プをさらに１サイクル洗浄することを繰り返し、目視で茶渋汚れの蓄積を評価し、蓄積が
認められた際の洗浄回数を評価基準とした。なお、洗浄サイクルが５回終わった後、自動
食器洗浄機の水を張り替え、洗浄剤組成物の濃度及び有効塩素濃度を初期値に戻した。自
動食器洗浄機として、ホシザキ製ドアタイプの洗浄機（型番ＪＷ－６５０ＵＦ）を使用し
、洗浄温度６０℃、すすぎ温度８０℃とし、洗浄１サイクルを洗浄時間４５秒、すすぎ８
秒とした。
【０１４２】
（５）洗浄工程の有効塩素濃度
自動食器用洗浄機の洗浄液１００ｇを２００ｍＬ三角フラスコに取り、ヨウ化カリウム溶
液５ｇ、氷酢酸１０ｍＬを添加し、次に０．０１Ｎチオ硫酸ナトリウム規定液でヨウ素の
黄色が消失するまで滴定し、次式から算出した。滴定量Ａ（ｍＬ）、求める有効塩素濃度
をＡｖＣＬ（ｐｐｍ）とすると、ＡｖＣＬ（ｐｐｍ）＝Ａ（ｍＬ）×３．５４６で求めた
。
【０１４３】
上記評価結果を、表４に示す。
【０１４４】
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【表４】

【０１４５】
表４から、実施例１７～１８で製造した洗浄剤組成物と塩素剤とを使用した洗浄液により
食器を洗浄すると、優れた洗浄効果、防食効果及び漂白効果が得られることが分かる。実
施例１９～２４で製造したカートリッジ洗浄剤についても、食器の洗浄において優れた洗
浄効果、防食効果及び漂白効果が得られることが分かる。
【符号の説明】
【０１４６】
１０、１５、１６、１７、１８　カートリッジ洗浄剤
１１　容器本体
１１ａ　筒部材
１２、３２　中蓋体



(27) JP 5801941 B1 2015.10.28

10

20

１２ａ、３２ａ　開口部
１２ｂ、３２ｂ　底部
１２ｃ、３２ｃ　円筒部分
１２ｄ、３２ｄ　円筒部材
１２ｅ、３２ｅ　内筒
１３　外蓋体
１４、３４　カバー部
１４ａ、３４ａ　網状または板状で開口部を有する部材
１４ｂ　支持部材
２０、２２　洗浄剤組成物
２１、２３、２４　活性塩素剤
３２ｆ　区画部材
３３　フィルム部材
３３ａ　フィルム部材の突出部
３４ｃ　カバー部の開口部
１１０ａ、１２０ａ、１３０ａ、３２０ａ　ねじ
【要約】
【課題】優れた洗浄力及び防食能（特に、アルミ、アルミ合金、銅、銅合金等の金属の腐
食抑制効果）を兼ね備える洗浄剤組成物及び食器洗浄方法を提供すること。
【解決手段】本発明の洗浄剤組成物は、アルカリ剤を１０～６０重量％、防食剤を０．０
５～５重量％及びキレート剤を８～６０重量％含むことを特徴とする。
【選択図】なし

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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